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精神障害又はその疑いのある者について、 
診察及び保護の申請等 

【一般人（精第23条）、警察官（精第24条）、検察官（精
第25条）、保護観察所長（精第25条の2）、矯正施設の長
（精第26条）、精神科病院管理者（精第26条の2）、指定
通院医療機関の長（精第26条の3）】 

措置入院又は緊急措置入院 

措置入院 
（精第29条） 

・入院させなければ自傷
他害のおそれのある精
神障害者 

・都道府県知事による入
院措置 

・指定医2名の診断の結
果が一致することが必
要 

・移送（精第29条の2の2） 

緊急措置入院 
（精第29条の2） 

・急速な入院を必要とす
る自傷他害のおそれが
著しい精神障害者 
・都道府県知事による入
院措置 
・指定医1名の診断 
・入院期間は72時間以
内 
・移送（精第29条の2の2） 

都道府県知事による調査（精第27条） 

精神保健指定医（精第27条）による診察 

指定医の診察　※任意入院の場合で、指定医による診察の結果、入院継続が必要と判定された場合は72時間に限り退院制限可（特
定医師による場合は、12時間）（精第22条の4） 

定期病状報告 
（精第38条の2） 

精神保健福祉センター 
（精神保健に関する知識の普及、調査研究等）（精第7条） 

 
保健所（訪問指導等）（精第43条） 

定期病状報告 
（精第38条の2） 

精神医療審査会の審査 
（精第38条の3、38条の5） 

定期病状報告 
（精第38条の2） 
※都道府県が条例で
定めた場合に限る 

無断退去者に対する措置（精第39条） 

仮退院（精第40条） 
6ヶ月以内 

医療保護入院 
（精第33条） 

・入院を必要とする
精神障害者で、自
傷他害のおそれが
ないが任意入院を
行う状態にない者 
・指定医の診察 
・保護者又は扶養義
務者の同意（扶養
義務者の同意の場
合は4週間以内） 

・一定の要件を満た
すと認められる医
療機関において、
緊急やむを得ない
場合において、一
定の要件を満たす
医師（特定医師）
の診察により、12
時間に限り入院等
させることができ
る 
・移送（精第34条） 

医療保護入院 

応急入院 
（精第33条の4） 
・入院を必要とする
精神障害者で、急
速を要し、保護者
の同意が得られな
い者 

・指定医の診察 
・入院期間は72時
間以内 

・一定の要件を満た
すと認められる医
療機関において、
緊急やむを得ない
場合において、一
定の要件を満たす
医師（特定医師）
の診察により、12
時間に限り入院等
させることができ
る 

・移送（精第34条） 

応急入院 

任意入院 
（精第22条の3） 
・入院を必要とする
精神障害者で、入
院について同意す
る者 

・指定医の診察は不
要であるが本人の
同意が必要 

任意入院 

自立支援医療 
【精神通院医療】 
（障第58条） 

・継続的な外来精神
医療を要する者で、
都道府県知事もし
くは指定都市の長
の支給認定を受け
た者 

・更新期間は1年 
・患者の医療保険制
度を適用し、患者
自己負担は医療費
の1割（所得や疾
患の種類に応じて、
負担上限額を設
定）、その残りを
公費負担（国1／2、
都道府県・指定都
市1／2） 

通院医療の場合 

・行動の制限（精第36条） 

・秘密の保持（精第53条） 

・退院等の請求（精第38条の4） 

退　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　院 

地域における障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの提供 

（居宅介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助（グループホーム）、地域活動支援センター等） 

（注）この表において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）：「精」、障害者自立支援法（平成17年法
　　　第123号）：「障」と略する。表中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事または指定都市市長」と読み替える。 

保護者の申請 

地域生活の支援 

精神保健福祉関連制度の概要 概　　要

精神保健福祉施策
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精神障害者社会復帰施設 
　精神障害者生活訓練施設 
　精神障害者福祉ホーム 
　精神障害者授産施設（入所） 
　精神障害者授産施設（通所） 
　精神障害者小規模通所授産施設 
　精神障害者福祉工場 
　精神障害者地域生活支援センター 
精神障害者社会復帰施設 
　精神障害者生活訓練施設 
　精神障害者福祉ホーム 
　精神障害者授産施設（入所） 
　精神障害者授産施設（通所） 
　精神障害者小規模通所授産施設 
　精神障害者福祉工場 

年　次 

種
類
別
施
設
数 

種
類
別
定
員 

（各年10月1日） 

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」 
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174 
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… 
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1995 
（平成7） 

521 
205 
115 
22 
168 
… 
11 
… 

10,200 
4,223 
1,162 
604 
3,896 
… 
315

2000 
（平成12） 

857 
232 
127 
25 
183 
30 
12 
248 

12,001 
4,775 
1,379 
684 
4,257 
558 
348

2001 
（平成13） 

1,082 
246 
159 
28 
208 
109 
14 
318 

15,093 
5,053 
1,962 
764 
4,849 
2,077 
388

2002 
（平成14） 

1,363 
263 
195 
29 
245 
215 
17 
399 

19,016 
5,425 
2,636 
784 
5,668 
4,043 
460

2003 
（平成15） 

1,530 
274 
212 
29 
261 
306 
18 
430 

21,670 
5,671 
2,950 
784 
6,092 
5,685 
488

2004 
（平成16） 

1,687 
286 
233 
30 
285 
375 
18 
460 

24,293 
5,951 
3,327 
796 
6,666 
7,065 
488

2005 
（平成17） 

1,697 
289 
241 
30 
296 
395 
18 
428 

25,542 
5,992 
3,645 
801 
6,946 
7,645 
513

2006 
（平成18） 

社会復帰施設の概要 詳細データ ②

1965（昭和40）年    

1970（　　45）    

1975（　　50）    

1980（　　55）    

1985（　　60）    

1990（平成  2）    

1995（　　  7）    

1996（　　  8）    

1997（　　  9）    

1998（　　10）    

1999（　　11）    

2000（　　12）    

2001（　　13） 

2002（　　14） 

2003（　　15） 

2004（　　16） 

2005（　　17） 

2006（　　18） 

1,069 

1,364 

1,454 

1,521 

1,604 

1,655 

1,671 

1,668 

1,669 

1,670 

1,670 

1,673 

1,669 

1,670 

1,667 

1,671 

1,671 

1,668

164,027 

242,022 

275,468 

304,469 

333,570 

358,251 

362,154 

361,073 

360,432 

359,563 

358,609 

358,597 

357,388 

356,621 

355,269 

354,923 

354,313 

352,721

177,170 

253,433 

281,127 

311,584 

339,989 

348,859 

340,812 

339,822 

336,685 

335,845 

333,294 

333,328 

332,759 

330,666 

329,555 

326,613 

324,851 

321,067

108.0 

104.7 

102.0 

102.3 

101.9 

97.4 

94.1 

94.1 

93.4 

93.4 

92.9 

93.0 

93.1 

92.7 

92.8 

92.0 

91.7 

91.0

年　次 精神病床を有する病院数 全精神病床数 

（各年6月末） 

月末在院患者数 月末病床利用率（％） 

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「病院報告」 

精神病床を有する病院数、精神病床数、月末在院患者数及び月末病床利用率の推移 詳細データ ①




